
通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
受
験
手
数
料
）

（
受
験
手
数
料
）

第
六
条

法
第
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
額
は
、
一
万
四
千
八
百
五
十
円
と
す
る
。

第
六
条

法
第
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
額
は
、
一
万
一
千
七
百
円
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 第号官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号

通
訳
案
内
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
訳
案
内
士
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
三
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫




